
2021 年 12 月 24 日

2021 年 10 月 28 日にお知らせしましたとおり、東京スター銀行は、中小企業庁が創設した「M&A 支援

機関」として登録しております。

事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、当行と中小 M&A に係るファイナンシャルアドバイ

ザリー業務委託契約を締結されたお客さまに対し、当行は譲渡側または譲受側に対するマッチングや

デューデリジェンスサポート、契約の交渉など中小 M&A の手続に関する総合的な支援を行います。

またお客さまは定められた期間内に所定の手続きを経て当行活用に係る費用の補助を受けることが

できます。

事業承継に関してお困りのこと、事業買収・売却など M&A に関してのご相談等ございましたら、以下の

東京スター銀行法人金融部門拠点へお気軽にお問い合わせください。

東京スター銀行 本店 0120-82-1775 (平日 9時～17時)

東京スター銀行 新宿支店ファイナンシャル・ラウンジ 03-3353-3151 (平日 9時～17時)

東京スター銀行 渋谷支店ファイナンシャル・ラウンジ 03-3461-5561 (平日 9時～17時)

東京スター銀行 池袋支店ファイナンシャル･ラウンジ 03-3986-1112 (平日 9時～17時)

東京スター銀行 上野支店ファイナンシャル・ラウンジ 03-5828-6802 (平日 9時～17時)

東京スター銀行 横浜支店ファイナンシャル・ラウンジ 045-311-1772 (平日 9時～17時)

東京スター銀行 梅田支店ファイナンシャル・ラウンジ 06-6809-4810 (平日 9時～17時)

東京スター銀行法人金融部門拠点一覧・アクセス

https://www.tokyostarbank.co.jp/hojin/access-corporate/

【ご参考】

〇M&A 支援機関登録制度に係る登録ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者の最終公表について

（中小企業庁：外部サイトになります）

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211007m_and_a.html

○事業承継・引継ぎ補助金

（事業承継・引継ぎ補助金事務局：外部サイトになります）

https://jsh.go.jp/r2h/experts/

事業承継・M&A等ご相談窓口のお知らせ

～ 東京スター銀行は「M&A支援機関」として登録しております ～



令和3年度補正予算案
事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・M&A後の経営革新やM&A時の専門家活用等を
年間を通じて機動的かつ柔軟に補助します

お問い合わせ先

 事業承継・M&A後の経営革新（ 設 備 投 資・ 販路開 拓等）に係
る費用を補助します

①経営革新事業

 M&A 時 の 専 門 家 活 用 に 係 る 費 用 （ フ ァ イ ナ ン シ ャ ル ア ド バ イ
ザ ー （ F A ） や 仲 介 に 係 る 費 用 ※ 、 デ ュ ー デ リ ジ ェ ン ス 、 セ カ ン ド
オ ピ ニ オ ン 、表明 保証保 険料等 ）を補助します

※ F A ・ 仲 介 費用に つい ては、 「M&A 支援 機関登 録制度 」に登 録さ
れ た F A ・ 仲 介業者 によ る支援 に係る 費用だ けが補 助対象です

②専門家活用事業

 事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用（ 原 状 回 復費 ・在庫
処 分 費 等 ）を補助します

③廃業・再チャレンジ事業

※廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用できます
※ 本補助金は、今後の国会審議で予算が成立することが前提となります

廃業・再チャレンジ事業
経営革新事業 専門家活用事業



以下の①～③に該当する取組を支援します

お 問 い 合 わ せ 先
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 財 務 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 5 8 0 3 ）

事 業 承 継 ・ M&A に伴 う廃業 に係る 費用 （ 原 状 回 復 費 ・ 在 庫 処 分 費 等 ） を補助
【 補 助 率： 2/3補 助、補 助上限 ：15 0万円 】

＊ 事 業 承 継 ・ M & A に 伴 っ て 一 部 事 業 の 廃 業 を 行 う 場 合
＊ M & A が 成 約 せ ず に 廃 業 せ ざ る を 得 ず 、 再 チ ャ レ ン ジ に 取 り 組 も う と す る 場 合 等

※ 経 営 革 新 事 業 も し く は 専 門 家 活 用 事 業 と の 併 用 が 可 能

③廃業・再チャレンジ事業

M& A 時 の 専 門 家 活 用 に 係 る 費 用 （ フ ァ イ ナ ン シ ャ ル ア ド バ イ ザ ー （ F A ） や 仲 介
に 係 る 費 用 ※ 、 デ ュ ー デ リ ジ ェ ン ス 、 セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン 、 表 明 保 証 保 険 料 等 ） を 補助

＊ 買 い 手 支 援型
M & A に 伴 い 経 営 資 源 を 譲 り 受
け る 予 定 の 中 小 企 業 等

＊ 売 り 手 支 援型
M & A に 伴 い 自 社 が 有 す る 経 営 資
源 を 譲 り 渡 す 予 定 の 中 小 企 業 等

②専門家活用事業

事 業 承 継 ・ M&A 後の 経営革 新 （ 設 備 投 資 ・ 販 路 開 拓 等 ） に係 る費用 を補助
＊ 創 業 支 援 型

他 の 事 業 者 が 保 有 し て い る 経 営 資
源 を 引 き 継 い で 創 業 し た 場 合

＊ 経 営 者 交 代型
親 族 内 承 継 等 に よ り 経 営 資 源 を 引
き 継 い だ 場 合

＊ M& A 型
M & A （ 株 式 譲 渡 、 事 業 譲 渡 等 ）
に よ り 経 営 資 源 を 引 き 継 い だ 場 合

①経営革新事業

補助率 2/3補助

補助上限
600万円

※M&Aが未成約の場合
は300万円

※FA・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録
されたFA・仲介業者による支援に係る費用だけが補助対象
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登録M&A支援機関（一覧）

＊開始時期：令和４年以降（補正予算成立後、詳細を調整）



News Release
2021 年 10 月 28 日

株式会社東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 多田 正己）は、中小企業庁が創設した

「M&A 支援機関に係る登録制度」における登録要件を充足し、このたび M&A 支援機関としての

登録が完了しましたのでお知らせいたします。

中小企業庁は、中小企業を当事者とするM&A（以下「中小M&A」という。）を推進するため今後5年

間に実施すべき官民の取り組みを「中小M&A推進計画」※1とし、以下に取り組むこととしました。

① 事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、M&A 支援機関の登録制度を創設し、M&A 支援機関の活

用に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること

② 登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設

すること

当行は中小企業に対して中小M&Aに係るファイナンシャルアドバイザリー（以下「FA」という。）業務

を行う M&A 支援機関として、中小企業庁が定めた中小 M&A ガイドライン※2 を遵守し（次ページ

以降ご参照）、中小 M&A に係る FA 業務委託契約を締結したお客さまに対し、譲渡側・譲受側に

対するマッチングやデューデリジェンスサポート、契約の交渉など中小 M&A の手続に関する総合

的な支援を行います。

当行と中小 M&A に係る FA 業務委託契約を締結されたお客さまは、中小企業庁が実施する事業

承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、当行活用に係る費用の補助を受けることができ

ます。

当行は今後も、当行の強みである、お客さまのビジネスや事業ステージに応じたハイレベルな金融

ソリューションをご提供してまいります。

※1 「中小 M&A推進計画」（経済産業省 HP内）

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210430012/20210430012.html

※2 「中小 M&A ガイドライン」（経済産業省 HP内）

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-2.pdf

中小企業庁創設の「M&A 支援機関に係る登録制度」

への登録完了について

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社東京スター銀行 法人企画部 高橋

〒107-8480 東京都港区赤坂 2-3-5
TEL：03-3224-7386 FAX：03-3224-3879



中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料

本資料は、株式会社東京スター銀行が、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に

記載されている事項について、登録M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言し

たものを、顧客に説明するために用いるものです。

遵守を宣言した内容

仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約

を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な

説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者

のみと契約を締結し一方のみに助言する FAの違いとそれぞれの特徴

(2)提供する業務の範囲・内容（マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム

立案等）

(3)手数料に関する事項（算定基準、金額、支払時期等）

(4)秘密保持に関する事項（秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持

義務の一部解除等）

(5)専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）

(6)テール条項（テール期間、対象となるM&A等）

(7)契約期間

(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約

に関する事項



最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促しま

す。

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り

受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これ

を妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン

ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁

止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援セン

ター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

・専任条項を設ける場合には、契約期間を最⻑でも６か⽉〜１年以内を⽬安として定めま

す。

・依頼者が仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含

む。)も設けます。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・テール期間は最⻑でも２年〜３年以内を⽬安とします。

・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して

紹介した譲り受け側のみに限定します。

上記の他、中小M＆Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。
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